
 

国立大学法人東京農工大学職員の昇給に関する細則の一部改正 

国立大学法人東京農工大学職員の昇給に関する細則を次のとおり改正する。 

現行 改正 備考 

本則 

 

別表(第 3条関係) 

本則 

 

別表(第 3条関係) 

 

昇給号俸数表 昇給号俸数表 

昇給区分 A B C D E 

昇給の号俸数 

8以上 6 

4(給与規

程第 17

条第 2項

各号に掲

げる職員

にあって

は、3) 

2 0 

4 以上 3 2 1 0 

備考 この表に定める上段の号俸数は給与規程第 17条第 3項の規定の

適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用

を受ける職員に適用する。 

 

昇給区分 A B C D E 

昇給の号俸数 

8以上 6 

4(給与規

程第 17

条第 2項

各号に掲

げる職員

にあって

は、3) 

2 0 

2 以上 1 0 0 0 

備考 この表に定める上段の号俸数は給与規程第 17条第 3項の規定の

適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用

を受ける職員に適用する。 

 

 

附 則（細則第 14号） 

この細則は、平成 26年 1月 1日から施行する。 


